


公募 応募要項 

 

１．公募件名    教室視聴覚設備の点検及び保守 

 

２．調達内容    教室視聴覚設備を正常な使用に資することを目的とする。 

 

３．公募期間    令和４年 2 月２５日（金）から令和４年 3 月１８日（金） 

          17:00 までに下記提出先必着分に限る。 

 

４．契約形態等   請負契約 

          

５．応募の資格  （１）予算決算及び会計令第 70 条の規定に該当しない者であること。 

           ただし、未成年者、被保佐人または被補助者であって、契約のために必 

           要な同意を得ているものについては、この限りでない。 

         （２）予算決算及び会計令第 71 条の規定に該当しない者であること。 

         （３）平成３１・３２・３３又は令和元・２・３年度総務省競争参加資格（全

省庁統一資格）「役務の提供等」Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤ等級に格付けされ、関

東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。 

（４）総務省及び他府省等における指名停止措置要領に基づく指名停止を受

けている期間中でないこと。ただし、他省庁等における処分期間につい

ては、総務省の処分期間を超過した期日は含めない。 

（５）株式会社映像システム社製の制御システムに精通していること。 

         （６）本応募参加資格のない者の提出書類等は、無効とする。 

 

６．仕様内容     別添仕様書のとおり 

 

７．応募提出書類  （１）応募表明書 

            ①所在地住所 

②申請者の企業・団体名の名称等 

            ③代表者役職 氏名 代表者氏名の押印 

            ④連絡担当者の所属部署、氏名（ふりがなを記入）、電話番号、FAX 

             番号、Ｅ-Ｍａｉｌアドレス 

          （２）実施計画書２部（正１部、副１部） 

      様式は、任意とする。ただし、Ａ4 判を原則とし、Ａ３版の場合は二

つ折り・外折りとする。 

①本事業を実施するための具体的実施方法を記述（詳細に）。また、そ 

の実施に当たっての証明資料等を添付 



            ②実施スケジュール 

            ③同種業務等の実績一覧 

          （３）下見積書（積算内訳を示すこと）１部 

          （４）競争参加資格審査結果通知の写し １部 

 

８. 応募書類提出先   〒190-8581 東京都立川市緑町 10-1 

総務省自治大学校庶務課会計係 

 電話：042-540-4501  

 

９. 問い合わせ先      総務省自治大学校庶務課会計係 

            電話：042-540-4501 

 

1０. 審査結果の通知等 審査結果の通知は、審査終了後申請者に対して、総務省自治大学校庶務

課会計係より電話、郵送等により通知する。 

 

11. 契約業者の    契約業者を選定する際の選考基準は、以下のとおりとする。 

選考基準    なお、履行可能な応募者が多数になった場合は、後日、一般競争入札に

て調達することがある。 

（１） 提出書類等の内容が当省の要求仕様書等に合致していること。 

（２） 業務運営上、当省の必要とする履行内容を適切に遂行できる体制を

有すること。 

（３） 見積書の当該予定総価が当省の予算額を下回っていること。 

             

12. その他     （１）受理した実施計画書及び証明書類等は、返却しないので、予め了承

されたい。ただし、機密保持は十分配慮する。 

          （２）実施計画書等の作成費用は、支払わない。 

          （３）実施計画書及び証明書類は、日本語で記載すること。 

           （４）提出された応募書類に対して、質問した場合には真摯に応じること。 



 
仕 様 書 

１．件名 
教室視聴覚設備の点検及び保守 
 

２．目的 
教室視聴覚設備の効率的な運用を図るため、請負者は、教室視聴覚設備（機器構成の

詳細については、別添「機器構成表」を参照）の点検及び保守を行うものとする。 
 

３．履行期間 
２０２２年４月１日から２０２３年３月３１日まで 

 
４．履行場所 
  自治大学校（立川市緑町１０番地の１） 

 
５．点検及び保守作業の内容 

(1)  定期点検 定期点検は年１回とし、以下の作業を行うこと。 
① 教室視聴覚設備の動作チェックを行うこと。 

(ア)  システム全体（制御全般）を確認し、必要に応じ調整を行うこと。 
(イ)  映像機器関係を確認し、必要に応じ調整を行うこと。 
(ウ)  音響機器関係を確認し、必要に応じ調整を行うこと。 

② 機器の清掃を行うこと。 
③ ケーブル、モーター等の部材のチェックを行い、吊物、昇降装置等を確認し、必要

に応じ調整を行うこと。 
④ 消耗品の交換作業を行うこと。 

(2)  オンコール障害対応 主管課（自治大学校庶務課 TEL０４２－５４０－４５０１）

からの障害発生に関する連絡について、以下のとおり対応すること。 
① 障害発生による出張修理については、即日対応を原則とすること。 

ただし、平日（月曜日～金曜日）１７時３０分以降に主管課からの障害発生に関す

る連絡があった場合は、翌日（土曜日及び日曜日の場合は、翌週の月曜日）以降に

対応すること。 
② 部品不良や現状確認不能などの場合には、主管課と協議の上、対応日時等を決定す

ること。また、プロジェクター等を持ち帰って修理する場合には代替機を用意する

こと。 
 
 



６．保守等の範囲外 
次の作業は保守等の範囲外とする。 

(1)  対象機器の増設、移転、改造及び撤去等工事に関する作業 
(2)  根本的なシステム変更に伴う制御プログラム変更・調整作業 
(3)  その他工事に関する事項 
(4)  設備環境（空調設備の故障、電源条件等）の悪化により発生した故障修理 
(5)  甲の責に帰すべき事由又は天災地変による故障の修理 

 
７．その他 

(1)  請負者は、予め前日までに作業を実施する日程を主管課に連絡し、作業許可を得る

こと。 
(2)  作業に必要な清掃用の洗剤・ウエス等の消耗品は、請負者の負担とする。 
(3)  項番５．の作業に関し、交換部品、材料、足場等の費用が生じた場合は、請負者よ

り主管課に対して別途見積にて対応するものとする。なお、機器に対し必要な措置を

講じる費用が請負者の責に帰すべき時は、請負者の負担とする。 
(4)  作業の完了時に請負者は、試運転を行い正常状態確認後、点検状況を明示した報告

書を主管課に提出するものとする。 
 

８．本仕様に疑義のある場合は、主管課の指示によること。 



別添

【機器構成表】

【研修棟１　１階　第１教室】

［環境装置］ 1 式

120インチ張込スクリーン ESC 特型 2

［映像装置］

ビデオプロジェクタ装置 1 式

DLPプロジェクタ MITSUBISHI LVP-XD700 2

プロジェクタ用天井取付金具 ESC 特型 2

HDMI受信器 IDK COA-R100HD 2

書画カメラ卓 1 式

書画カメラ本体 ELMO P30HD 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

［音響装置］

スピーカ装置 1 式

正面スピーカ 松下電器産業 WS-N20 2

天井スピーカ BOSE 111TR 10

マイクロホン装置 1 式

ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4950B 4

ワイヤレスマイク（ハンド型） Panasonic WX-4100B 2

ワイヤレスマイク（タイピン型） Panasonic WX-4300B 2

有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 3

床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 3

壁付マイクコネクタ ESC 特型 2

床埋込マイクコネクタ ESC 特型 1

［AV機器架装置］ 1 式

UB/B変換器 IMAGENICS UBC-160 1

デジタルミキサ TOA D-2008SP他 1 ミキサ用VCA及びモジュール含む

ワイヤレスチューナ(4ch) Panasonic WX-UR504 1

チューナーユニット Panasonic WX-UD500 2

音声分配器 - - 1 ※保守対象外機器

パワーアンプ YAMAHA XMV-4140 1

制御ユニット ESC 特型 1 PS-P32含む

主電源ユニット SONY SRP-D2000 2

I/O端子盤 ESC 特型 2

機器架本体 東京松下システム 特型 2

［制御装置］

電動装置制御盤 東京松下システム 特型 1 式 ※電動白板・遮光装置・照明器具本体は別途

品　　　名 メーカー 数量 備考型番 単位
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品　　　名 メーカー 数量 備考型番 単位

操作卓 1 式

タッチパネル ESC 特型 1

サブコントロールパネル ESC 特型 1

PC入力パネル ESC 特型 1

ブルーレイプレーヤ PIONEER BDP-3120-K 1

S-VHS VTR 松下電器産業 NV-SV110 1

デジタルマルチスイッチャ IDK MSD-5402 1

マイクラインミキサ TASCAM LM-8ST 1

B/UB変換器 IMAGENICS BUC-160 1

HDMI送信器 IDK COA-T100HD 2

卓上マイクロホン 松下電器産業 WM-330 1 WN-275＋WM-808共

主電源ユニット SONY SRP-D2000 1

卓接続盤 ESC 特型 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

【研修棟１　２階　第２教室】

［環境装置］ 1 式

120インチ張込スクリーン ESC 特型 2

［映像装置］

ビデオプロジェクタ装置 1 式

DLPプロジェクタ MITSUBISHI LVP-XD700 2

プロジェクタ用天井取付金具 ESC 特型 2

HDMI受信器 IDK COA-R100HD 2

書画カメラ卓 1 式

書画カメラ本体 ELMO P30HD 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

［音響装置］

スピーカ装置 1 式

正面スピーカ 松下電器産業 WS-N20 2

天井スピーカ BOSE 111TR 10

マイクロホン装置 1 式

ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4950B 4

ワイヤレスマイク（ハンド型） Panasonic WX-4100B 2

ワイヤレスマイク（タイピン型） Panasonic WX-4300B 2

有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 3

床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 3

壁付マイクコネクタ ESC 特型 2

床埋込マイクコネクタ ESC 特型 1

［AV機器架装置］ 1 式

UB/B変換器 IMAGENICS UBC-160 1
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品　　　名 メーカー 数量 備考型番 単位

デジタルミキサ TOA D-2008SP他 1 ミキサ用VCA及びモジュール含む

ワイヤレスチューナ(4ch) Panasonic WX-UR504 1

チューナーユニット Panasonic WX-UD500 2

音声分配器 - - 1 ※保守対象外機器

パワーアンプ YAMAHA XMV-4140 1

制御ユニット ESC 特型 1 PS-P32含む

主電源ユニット SONY SRP-D2000 2

I/O端子盤 ESC 特型 2

機器架本体 東京松下システム 特型 2

［制御装置］

電動装置制御盤 東京松下システム 特型 1 式

操作卓 1 式

タッチパネル ESC 特型 1

サブコントロールパネル ESC 特型 1

PC入力パネル ESC 特型 1

ブルーレイプレーヤ PIONEER BDP-3120-K 1

S-VHS VTR 松下電器産業 NV-SV110 1

デジタルマルチスイッチャ IDK MSD-5402 1

マイクラインミキサ TASCAM LM-8ST 1

B/UB変換器 IMAGENICS BUC-160 1

HDMI送信器 IDK COA-T100HD 2

卓上マイクロホン 松下電器産業 WM-330 1 WN-275＋WM-808共

主電源ユニット SONY SRP-D2000 1

卓接続盤 ESC 特型 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

【管理棟　２階　大会議室】

ワゴン卓 1 式

ワイヤレスチューナ Panasonic WX-UR502 1

チューナーユニット Panasonic WX-UD500 1

CD/iPodプレーヤ TASCAM CD-200iL 1

マイクミキサ SHURE SCM-268 1

EQ dbx 131S 1

ハイパワーアンプ YAMAHA MA2030 1

主電源ユニット SONY SRP-D2000 1

ワゴン接続盤 ESC 特型 1

ワゴン本体 AURORA EIA-970 1

天井スピーカ BOSE 111TR 6 台

マイクロホン装置 1 式

ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4970 2
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品　　　名 メーカー 数量 備考型番 単位

ワイヤレスマイク（ハンド型） Panasonic WX-4100B 1

ワイヤレスマイク（タイピン型） Panasonic WX-4300B 1

有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 2

床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 2

床付マイクコネクタ ESC 特型 2

【研修棟１　２階　OA教室】

［環境装置］ 1 式

100インチ手動昇降スクリーン ESC 特型 1

［映像装置］

ビデオプロジェクタ装置 1 式

液晶プロジェクタ EPSON EB-1965 1

同上用天井吊下金具 ESC 特型 1

HDMI受信器 IDK COA-R100HD 1

書画カメラ卓 1 式

書画カメラ本体 ELMO P30HD 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

［音響装置］

スピーカ装置 1 式

正面スピーカ 松下電器産業 WS-N20 2 WS-Q131-B共

天井スピーカ BOSE 111TR 8

マイクロホン装置 1 式

ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4970 2

ワイヤレスマイク（ハンド型） Panasonic WX-4100B 1

ワイヤレスマイク（タイピン型） Panasonic WX-4300B 1

有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 2

床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 2

壁付マイクコネクタ ESC 特型 2

［AV機器架装置］ 1 式

UB/B変換器 TASCAM LA-40MKⅢ 1

ワイヤレスチューナ 松下電器産業 WX-4040B 1

オーディオミキサ YAMAHA MV1000 1

音声分配器 IMAGENICS DA-144 1

VCAユニット ESC 特型 1

デジタルイコライザ YAMAHA YDG2030 2

パワーアンプ（正面SP用） YAMAHA P1600 1

パワーアンプ（天井SP用） BOSE 200SR-HI 1

制御ユニット ESC 特型 1 PS-P32含む

主電源ユニット SONY SRP-D2000 2

I/O端子盤 ESC 特型 2

機器架本体 東京松下システム 特型 2
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品　　　名 メーカー 数量 備考型番 単位

［制御装置］

電動環境装置 - - 1 式 ※電動遮光装置・照明器具本体及び卓上スイッチは別途

操作卓 1 式

タッチパネル ESC 特型 1

サブコントロールパネル ESC 特型 1

PC入力パネル ESC 特型 1

ブルーレイプレーヤ PIONEER BDP-3140-K 1

S-VHS VTR 松下電器産業 NV-SV110 1

デジタルマルチスイッチャ IDK MSD-5402 1

プレビューモニタ CENTURY LCD-8000VH 1

卓上マイクロホン 松下電器産業 WM-330 1 WN-275＋WM-808共

B/UB変換器 TASCAM LA-40MKⅢ 1

HDMI送信器 IDK COA-T100HD 1

主電源ユニット SONY SRP-D2000 1

卓接続盤 ESC 特型 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

【研修棟１　３階　第３教室】

［環境装置］ 1 式

100インチ手動昇降スクリーン ESC 特型 1

［映像装置］

ビデオプロジェクタ装置 1 式

DLPプロジェクタ MITSUBISHI LVP-XD700 1

プロジェクタ用天井取付金具 ESC 特型 1

HDMI受信器 IDK COA-R100HD 1

書画カメラ卓 1 式

書画カメラ本体 ELMO P30HD 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

［音響装置］

スピーカ装置 1 式

正面スピーカ 松下電器産業 WS-N20 4

天井スピーカ BOSE 111TR 10

マイクロホン装置 1 式

ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4970 2

ワイヤレスマイク（ハンド型） Panasonic WX-4100B 2

ワイヤレスマイク（タイピン型） Panasonic WX-4300B 1

有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 2

床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 2

壁付マイクコネクタ ESC 特型 2
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品　　　名 メーカー 数量 備考型番 単位

［AV機器架装置］ 1 式

UB/B変換器 IMAGENICS UBC-160 1

デジタルミキサ TOA D-2008SP他 1 ミキサ用VCA及びモジュール含む

ワイヤレスチューナ(4ch) Panasonic WX-UR504 1

チューナーユニット Panasonic WX-UD500 2

パワーアンプ YAMAHA XMV-4140 1

制御ユニット ESC 特型 1 PS-P32含む

音声分配器 IMAGENICS DA-120A 1 ※保守対象外機器

主電源ユニット SONY SRP-D2000 2

I/O端子盤 ESC 特型 2

機器架本体 東京松下システム 特型 2

［制御装置］

電動環境装置 - - 1 式 ※電動遮光装置・照明器具本体及び卓上スイッチは別途

操作卓 1 式

タッチパネル ESC 特型 1

サブコントロールパネル ESC 特型 1

PC入力パネル ESC 特型 1

ブルーレイプレーヤ PIONEER BDP-3120-K 1

S-VHS VTR 松下電器産業 NV-SV110 1

デジタルマルチスイッチャ IDK MSD-601 1

卓上マイクロホン 松下電器産業 WM-330 1 WN-275＋WM-808共

B/UB変換器 IMAGENICS BUC-160 1

HDMI送信器 IDK COA-T100HD 1

主電源ユニット SONY SRP-D2000 1

卓接続盤 ESC 特型 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

【研修棟１　３階　第４教室】

［環境装置］ 1 式

100インチ手動昇降スクリーン ESC 特型 1

［映像装置］

ビデオプロジェクタ装置 1 式

液晶プロジェクタ EPSON EB-1965 1

プロジェクタ用取付金具 ESC 特型 1

HDMI受信器 IDK COA-R100HD 1

書画カメラ卓 1 式

書画カメラ本体 ELMO P30HD 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

［音響装置］
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品　　　名 メーカー 数量 備考型番 単位

スピーカ装置 1 式

正面スピーカ 松下電器産業 WS-N20 2

天井スピーカ BOSE 111TR 5

マイクロホン装置 1 式

ワイヤレスアンテナ 松下電器産業 WX-4970 2

ワイヤレスマイク（ハンド型） Panasonic WX-4100B 2

ワイヤレスマイク（タイピン型） Panasonic WX-4300B 1

有線マイクロホン 松下電器産業 WM-D170SW-K 2

床上マイクロホンスタンド 松下電器産業 WN-SF-140 2

壁付マイクコネクタ ESC 特型 2

［AV機器架装置］ 1 式

B/UB変換器 TASCAM LA-40MKⅢ 1

デジタルミキサ TOA D-2008SP他 1 ミキサ用VCA及びモジュール含む

ワイヤレスチューナ(4ch) Panasonic WX-UR504 1

チューナーユニット Panasonic WX-UD500 2

パワーアンプ YAMAHA XMV-4140 1

制御ユニット ESC 特型 1 PS-P32含む

音声分配器 IMAGENICS DA-120A 1 ※保守対象外機器

主電源ユニット SONY SRP-D2000 2

I/O端子盤 ESC 特型 2

機器架本体 東京松下システム 特型 2

操作卓 1 式

タッチパネル ESC 特型 1

サブコントロールパネル ESC 特型 1

PC入力パネル ESC 特型 1

S-VHS VTR 松下電器産業 NV-SV110 1

ブルーレイプレーヤ PIONEER BDP-3120 1

デジタルマルチスイッチャ IDK MSD-5402 1

卓上マイクロホン 松下電器産業 WM-330 1 WN-275＋WM-808共

プレビューモニタ CENTURY LCD-8000VH 1

HDMI送信器 IDK COA-T100HD 1

B/UB変換器 TASCAM LA-40MKⅢ 1

主電源ユニット SONY SRP-D2000 1

卓接続盤 ESC 特型 1

卓本体 東京松下システム 特型 1

【その他】

［ワイヤレスマイク］

Panasonic製ワイヤレスマイクを本施設内教務部にて管理している。

原則は、室内で使用する本数は記載の通りだが、予備含め所有しているため柔軟に対応にあたることとする。
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20２２年度 

 

 

請  負  契  約  書（案） 

 

請負契約名 教室視聴覚設備の点検及び保守 

請負金額 

                   
円也 

         （うち消費税及び地方消費税額             円） 

 

 上記契約を履行するにつき、支出負担行為担当官 自治大学校庶務課長 番場 芳広 

を甲とし、【請負者】を乙として次の条項により契約する。 

 

第１章 総 則 

（契約の目的） 

第１条 乙は、この契約書のほか、この契約書に附属する仕様書及び仕様書に添付された 

 文書等（以下「仕様書等」という。)に定める請負を実施し、甲はその代金を乙に支払う

ものとする。 

 

（代金） 

第２条 契約金額をもって、乙に支払われる代金の金額とする。なお、この消費税額及び

地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28 条第１項及び第 29 条並び

に地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 72 条の 82 及び第 72 条の 83 の規定に基づ

き算出した額である。 

 

（履行期間及び履行場所） 

第３条 履行期間及び履行場所は、次のとおりとする。 

 (1) 履行期間  仕様書のとおり 

 (2) 履行場所  仕様書のとおり 

 

 

（契約保証金） 

第４条 甲は、この契約に係る乙が納付すべき契約保証金を免除するものとする。 

 

収入印紙 

（２部のう

ち １ 部 の

み） 



（債権譲渡の禁止） 

第５条 乙は、この契約によって生ずる権利の全部又は一部を甲の承諾を得ずに、第三者 

に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会、中小企業信用保険法施 

行令（昭和２５年政令第３５０号）第１条の３に規定する金融機関、資産の流動化に関 

する法律（平成１０年法律第１０５号）第２条第３項に規定する特定目的会社（以下「特 

定目的会社」という。）又は信託業法（平成１６年法律第１５４号）第２条第２項に規定 

する信託会社（以下「信託会社」という。）に対して債権を譲渡する場合にあっては、こ 

の限りでない。 

２ 乙がこの契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書 

きに基づいて、特定目的会社又は信託会社（以下「丙」という。）に債権の譲渡を行い、

乙が甲に対し、民法(明治 29 年法律第 89 号)第４６７条若しくは動産及び債権の譲渡の

対抗要件に関する民法の特例等に関する法律（平成１０年法律第１０４号）第４条第２

項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は次の各号に掲げる異議

を留めるものとする。 

一 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、 

譲渡債権金額を軽減する権利を保留する。 

二 丙は、譲渡対象債権を第一項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し又はこれに質 

権を設定しその他債権の帰属並びに行使を害すべきことはできないこと。 

三 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、納地の変更、契約金額の変更その他 

契約内容の変更を行うことがあり、この場合、丙は異議を申し立てないものとし、当 

該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、もっぱら乙と丙の 

間において解決されなければならないこと。 

３ 第一項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が

行う弁済の効力は、予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第４２条の２の

規定に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時に生ずるものとす

る。 

 

（再委託） 

第６条 乙は、本契約の全部を第三者（以下「再委託者」という。）に委託することはでき 

ないものとする。ただし、本契約の適正な履行を確保するために必要な範囲において、

本契約の一部を再委託する場合は、乙は、あらかじめ再委託者の住所、氏名、再委託す

る業務の範囲、その必要性及び契約金額について記載した書面を甲又は甲の指定する者

に提出し、甲の承認を受けなければならない。 

 なお、乙は、甲から承認を受けた内容を変更しようとするとき、あるいは、再委託者

が更に再委託する場合についても同様に甲の承認を受けなければならない。 

２ 乙は、本契約の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う再委託者の行為につ

いて、甲に対してすべての責任を負うものとする。 

３ 乙は、本契約の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項

について本契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 



（代理人の届出） 

第７条 乙は、本契約に基づく請負業務に関する事務の全部又は一部を行わせるため、代

理人を選任する場合は、あらかじめ、書面により甲に届け出るものとする。 

 

（仕様書等の疑義） 

第８条 乙は、仕様書等に疑義がある場合は、速やかに甲の説明を求めるものとする。 

２ 乙は、前項の説明に従ったことを理由として、この契約に定める義務の履行の責めを 

 免れない。ただし、乙がその説明の不適当なことを知って、速やかに甲に異議を申し立 

 てたにもかかわらず、甲が当該説明によることを求めたときは、この限りでない。 

 

第２章 契約の履行 

（監督） 

第９条 甲は、この契約の適正な履行を確保するため、必要がある場合は、監督職員を定 

 め、乙の作業場所等に派遣して業務内容及び甲が提供した資料等の保護・管理が、適正 

に行われているか等について、甲の定めるところにより監督をさせ、乙に対し必要な指 

示をすることができる。 

２ 甲は、監督職員を定めたとき、その職員の氏名並びに権限及び事務の範囲を乙に通知 

 するものとする。 

３ 乙は、監督職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 

４ 監督職員は、職務の遂行に当たり、乙が行う業務を不当に妨げないものとする。 

５ 監督を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 

 

（履行完了の届出） 

第１０条 乙は、履行を完了したときは、遅滞なく書面をもって甲に届けるものとする。 

 この場合、成果物として仕様書等において提出が義務づけられているものは、これを添 

 えて届け出るものとする。 

 

（検査） 

第 1１条 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員（以下「検査職員」という。）は、前 

 条の規定により届け出を受理した日から起算して１０日以内に、乙の立会を求めて、甲 

 の定めるところにより検査を行い、合格又は不合格の判定をするものとする。ただし、 

 乙が立ち会わない場合は、乙の欠席のまま検査をすることができる。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙が履行を完了する前に、乙の作業場所又は甲の 

 指示する場所で検査を行うことができる。 

３ 甲は、前２項の規定により合格又は不合格の判定をした場合は、速やかに乙に対し、 

 その結果を通知するものとする。 

  なお、前条の規定による届け出を受理した日から起算して１４日以内に通知をしない 

 ときは、合格したものとみなす。 

４ 乙は、検査職員の職務の遂行につき、相当の範囲内で協力するものとする。 



５ 乙は、検査に先立ち検査職員の指示するところにより、社内検査を実施した場合は、 

 社内検査成績書を甲に提出するものとする。 

６ 検査を受けるのに必要な費用は、代金に含まれるものとする。 

７ 甲は、前各項に定める検査に関する事務を第三者に委託することができる。この場合、 

 甲は、適宜の方法により乙にその旨通知するものとする。 

 

（所有権の移転） 

第１２条 この契約に基づく成果物の所有権は、前条に規定する甲の検査に合格し、甲が 

 受領したときに乙から甲に移転するものとする。 

２ 前項の規定により成果物の所有権が甲に移転したときに、甲は乙の責めに帰すべから 

 ざる事由による成果物の滅失、毀損等の責任を負担するものとする。 

 

（代金の請求及び支払） 

第 1３条 乙は、契約の履行を完了した場合において、甲の行う検査に合格したときは、 

 支払請求書により代金を甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項に定める支払請求書を受理したときは、受理した日から起算して３０日（以 

 下「約定期間」という。）以内に代金を支払うものとする。 

 

（支払遅延利息） 

第 1４条 甲は、約定期間内に代金を乙に支払わない場合は、約定期間満了の日の翌日か  

ら支払をする日までの日数に応じ、未支払金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅

延利息の率を定める告示で定める率を乗じて計算した金額を、遅延利息として乙に支払

うものとする。ただし、約定期間内に支払をしないことが天災地変等やむを得ない理由

による場合は、当該理由の継続する期間は、約定期間に算入せず、又は遅延利息を支払

う日数に計算しないものとする。 

２ 前項の規定により計算した遅延利息の額が１００円未満である場合は、遅延利息を支 

 払うことを要しないものとする。 

３ 甲が第 1１条第１項に定める期間内に合否の判定をしない場合は、その期間を経過し 

  た日から合否の判定をした日までの日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、ま 

た、当該遅延期間が約定期間の日数を超える場合は、約定期間は満了したものとみなし、 

甲は、その超える日数に応じ、前２項の計算の例に準じ、第１項に定める利率をもって 

計算した金額を乙に対して支払うものとする。 

 

（履行期限の猶予） 

第 1５条 乙は、委託期間内に義務を履行できない相当の理由があるときは、あらかじめ、

その理由及び履行予定日を甲に申し出て、履行期限の猶予を書面により申請することが

できる。この場合において、甲は、履行期限を猶予しても、契約の目的の達成に支障が

ないと認めるときは、これを承認することができる。この場合、甲は原則として甲が承

認した履行予定日まではこの契約を解除しないものとする。 



２ 乙が履行期限までに義務を履行しなかった場合、乙は、前項に定める履行期限の猶予 

 の承認の有無にかかわらず、履行期限の翌日から起算して、契約の履行が完了した日（納 

 入期限遅延後契約を解除したときは、解除の日。）までの日数に応じて、当該契約金額に 

 前条第 1 項に定める率を乗じて得た遅滞金を甲に対して支払うものとする。ただし、そ

の金額が１００円未満であるときは、この限りでない。 

３ 前項の規定による遅滞金のほかに、第 2１条第１項の規定による違約金が生じたとき 

 は、乙は甲に対し当該違約金を併せて支払うものとする。 

４ 甲は、乙が履行期限までに義務を履行しなかったことにより生じた直接及び間接の損 

 害（甲の支出した費用のほか、甲の人件費相当額を含む。以下同じ。）について、乙に対 

 してその賠償を請求することができる。ただし、第 2０条第１項の規定による違約金が 

 生じたときは、同条第３項の規定を適用するものとする。 

 

第３章 契約の効力等 

（履行不能等の通知） 

第 1６条 乙は、理由の如何を問わず、履行期限までに契約の履行を完了する見込みがな 

 くなった場合、又は契約の履行を完了することができなくなった場合は、直ちに甲にこ 

 の旨を書面により通知するものとする。 

 

（契約不適合による履行の追完、代金の減額及び契約の解除） 

第１７条 成果物が契約の内容に適合しない場合は、甲は、自らの選択により、乙に対し、

成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することが

できる。ただし、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは履行の追完の請求を

することができない。 

２ 成果物が契約の内容に適合しない場合（甲の責めに帰すべき事由によるものであると

きを除く。）、甲は、相当な期間を定め、履行の追完を催告できる。 

３ 甲が、相当の期間を定めて履行の追完を催告し、その期間内に履行の追完がないとき

は、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 

４ 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、甲は同項の催告をすることなく、直

ちに代金の減額を請求することができる。 

(1) 履行の追完が不能であるとき。 

(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 

(3) 乙が履行の追完をしないで仕様書等に定める時期を経過したとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、甲が第２項の催告をしても履行の追完を受ける見込み

がないことが明らかであるとき。 

５ 甲が履行の追完を請求した場合で、履行の追完期間中成果物を使用できなかったとき

は、甲は、当該履行の追完期間に応じて第 15 条第 2 項の規定に準じて計算した金額を

乙に対し請求することができる。 

６ 甲が第 2 項に規定する催告をし、その期間内に履行の追完がないとき、甲は、この契

約を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行が



軽微であるときは、この限りでない。 

７ 甲が前項に基づき解除した場合、乙は、甲に対し、第 21 条第 1 項の規定による違約

金を支払うものとする。ただし、甲は返還すべき成果物が既にその用に供せられていた

としても、これにより受けた利益を返還しないものとする。 

８ 甲は、成果物が契約の内容に適合しないことより生じた直接及び間接の損害について、

乙に対してその賠償を請求することができる。ただし、第 21 条第 1 項の規定による違

約金が生じたときは、同条第 3 項の規定を適用するものとする。 

９ 第 1 項の規定により甲が履行の追完の請求をした場合、乙は、甲に不相当な負担を課

するものでないときは、あらかじめ甲の承認を得ることで甲が請求した方法と異なる方

法による履行の追完をすることができる。 

10 甲が成果物が契約の内容に適合しないことを知ったときは、その不適合を知った日か

ら 1 年以内に乙に対して通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完

の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。 

ただし、乙が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったと

きは、この限りでない。 

11 第１項の規定に基づく履行の追完については、性質の許す限り、この契約の各条項を

準用する。 

12 第１項の規定に基づき履行の追完がされ、再度引き渡された成果物に、なお本条の規

定を準用する。 

13 履行の追完に必要な一切の費用は、乙の負担とする。 

 

第４章 契約の変更等 

（契約の変更） 

第 1８条 甲は、契約の履行が完了するまでの間において、必要がある場合は、履行期限、 

 履行場所、仕様書等の内容その他乙の義務に関し、この契約に定めるところを変更する 

 ため、乙と協議することができる。 

２ 前項の規定により協議が行われる場合は、乙は、見積書等甲が必要とする書類を作成 

 し、速やかに甲に提出するものとする。 

３ 乙は、この契約により甲のなすべき行為が遅延した場合において、必要があるときは、 

 履行期限を変更するため、甲と協議することができる。 

 

（事情の変更） 

第 1９条 甲及び乙は、この契約の締結後、天災地変、法令の制定又は改廃、その他の著 

 しい事情の変更により、この契約に定めるところが不当となったと認められる場合は、 

 この契約に定めるところを変更するため、協議することができる。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定により契約金額の変更に関して、協議を行う場合に 

 準用する。 

 

（甲の解除権） 



第２０条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除す 

 ることができる。 

(1) 乙が履行期限（第１５条第１項により猶予を承認した場合は、その日。）までに、 

   履行を完了しなかったとき又は完了できないことが客観的に明らかなとき。 

  (2) 第 1１条第１項の規定による検査に合格しなかったとき。 

  (3) 第１７条第４項に該当するとき。 

  (4) 前３号に定めるもののほか、乙がこの契約のいずれかの条項に違反したとき。 

(5) この契約の履行に関し、乙又はその代理人、使用人に不正又は不誠実な行為があ 

   ったとき。 

  (6)  乙が、破産の宣告を受け又は乙に破産の申立て、民事再生法の申立て、会社更生

手続開始の申立てがあるなど、経営状態が著しく不健全と認められるとき。 

 (7)  乙が、無能力者となり又は居所不明になったとき。 

２ 甲は、前項に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部 

 又は一部を解除することができる。この場合において、甲は、乙と協議の上、乙に対し

て契約の解除前に発生した乙の損害を賠償するものとする。 

 

（違約金） 

第 2１条 乙は、前条第１項の規定により、この契約の全部又は一部を甲により解除され 

 た場合は、違約金として解約部分に対する価格の１００分の２０に相当する金額を甲に 

 対して支払うものとする。ただし、その金額が１００円未満であるときは、この限りで 

 はない。 

２ 前項の規定による違約金のほかに、第１５条第２項の規定による遅滞金が生じている 

 ときは、乙は甲に対し当該遅滞金を併せて支払うものとする。 

３ 第１項の規定は、甲に生じた直接及び間接の損害の額が、違約金の額を超過する場合 

 において、甲がその超過分の損害につき、賠償を請求することを妨げないものとする。 

 

（乙の解除権） 

第 2２条 乙は、甲がその責めに帰すべき理由により、契約上の義務に違反した場合にお 

 いては、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この 

 契約の全部又は一部を解除することができる。 

２ 前項の規定は、乙が乙に生じた実際の損害につき、賠償を請求することを妨げない。 

３ 前項の規定による損害賠償の請求は、解除の日から３０日以内に書面により行うもの 

 とする。 

 

（知的財産権） 

第 2３条 乙は、成果物の利用、収益及び処分が第三者の知的財産権を侵害しないこと 

 を保証する。乙は、第三者の知的財産権の侵害に関する請求、訴訟等により甲に生じ 

 る一切の損害を賠償するものとする。 

２ 乙は、仕様書等に知的財産権に関する特別な定めがあるときは、これに従うものとす 



 る。 

 

（支払代金の相殺） 

第 2４条 この契約により乙が甲に支払うべき金額があるときは、甲はこの金額と乙に支 

 払う代金を相殺することができる。 

 

第５章 暴力団排除特約条項 

 （属性要件に基づく契約解除） 

第２５条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、

本契約を解除することができる。 

 (1) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人で

ある場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77

号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）又は暴力団員（同法第２条第

６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるとき 

 (2)  役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害

を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 

 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するな

ど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 

 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど

しているとき 

 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき 

 

 （行為要件に基づく契約解除） 

第２６条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合

は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 

 (1) 暴力的な要求行為 

 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為 

 (4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為 

 (5) その他前各号に準ずる行為 

 

 （下請負契約等に関する契約解除） 

第２７条 乙は、契約後に下請負人等が第 25 条及び前条の規定に基づく解除対象者であ

ることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に

対し契約を解除させるようにしなければならない。 

２ 甲は、乙が下請負人等が第 25 条及び前条の規定に基づく解除対象者であることを知

りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないの



に前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し

契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。 

 

 （損害賠償） 

第２８条 甲は、第２５条から前条までの規定により本契約を解除した場合は、これによ

り乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 

２ 乙は、甲が第２５条から前条までの規定により本契約を解除した場合において、甲に

損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 

 

 （不当介入に関する通報・報告） 

第２９条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的

勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入（以下「不当介入」という。）を受けた場合

は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当

介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものと

する。 

 

第６章 談合等特約条項 

（談合等の不正行為に係る違約金） 

第３０条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は

一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の１００分の１０に相当する額を違約金

として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

(1) この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２

年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第３条の規定に違反し、又は乙が構成

事業者である事業者団体が独占禁止法第８条第１号の規定に違反したことにより、公

正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第７条の２第１項（独占禁止法第８条の３にお

いて準用する場合を含む。）の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確

定したとき。 

(2) 納付命令又は独占禁止法第７条若しくは第８条の２の規定に基づく排除措置命令

（これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体（以下「乙等」という。）に

対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行わ

れていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をい

う。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。）において、この契約に関し、

独占禁止法第３条又は第８条第１号の規定に違反する行為の実行としての事業活動が

あったとされたとき。 

(3) 納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第３条又は第８条第１号の規

定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分

野が示された場合において、この契約が、当該期間（これらの命令に係る事件につい

て、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命

令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。）に入札



（見積書の提出を含む。）が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するもの

であるとき。 

(4) この契約に関し、乙（法人にあっては、その役員又は使用人を含む。）の刑法（明治

４０年法律第４５号）第９６条の６又は独占禁止法第８９条第１項若しくは第９５条

第１項第１号に規定する刑が確定したとき。 

(5) 乙が前各号に規定する違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当

該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年３パーセントの割合で

計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 

２ 乙は、前項第４号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前

項の契約代金（契約締結後に契約代金に変更があった場合には、変更後の金額）の１０

０分の１０に相当する額のほか、契約代金の１００分の１０に相当する額を違約金とし

て甲が指定する期日までに支払わなければならない。 

(1) 公正取引委員会が、乙若しくは乙の代理人に対して独占禁止法第７条の２第１項及

び第７項の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第６６

条第４項の規定による当該納付命令の全部を取り消す審決が確定したとき。 

(2) 当該刑の確定において、乙が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 

(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出して

いるとき。 

３ 乙は、契約の履行を理由として前各項の違約金を免れることができない。 

４ 第１項及び第２項の規定は、甲に生じた実際の損害金の額が違約金の額を超過する場

合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 

 

第７章 守秘義務及び個人情報の取り扱い 

（守秘義務） 

第３１条 乙は、甲が秘密であることを示して乙に開示する又は乙が知得する際に甲から

秘密であることが示されていた情報については、請負期間中はもとより、本請負の完了

若しくは中止、又は本契約が解除された後においても、守秘義務を負うものとする。た

だし、次の各号のいずれかに該当する情報については、この限りでない。 

(1) 開示を受け又は知得した際、既に乙が保有していたことを証明できる情報 

(2) 開示を受け又は知得した際、既に公知となっている情報 

(3) 開示を受け又は知得した後、乙の責によらずに公知となった情報 

(4) 正当な権限を有する第三者から適法に取得したことを証明できる情報 

(5) 甲から開示された情報によることなく独自に開発・取得していたことを証明できる

情報 

(6) 第三者に開示することにつき、書面により事前に甲の同意を得た情報（ただし、甲

が同意した特定の第三者に対して情報を開示する場合には、当該第三者に対する情報

の開示についてのみ本条に規定する守秘義務が免除されるものとする。） 

２ 前項の有効期間は、本請負の完了若しくは中止、又は本契約が解除された日の翌日か

ら起算して５年間とする。ただし、甲は、乙と協議の上、この期間を延長し、又は短縮



することができるものとする。 

３ 乙は、本請負の完了時若しくは中止時、又は本契約の解除時、原則、第１項により乙

に開示された又は乙が知得した情報を甲に返却、再生不可能な状態に消去又は廃棄の上

その旨を証する書面を甲に報告するものとする。ただし、やむを得ず、返却、消去又は

廃棄できない場合、当該情報のセキュリティを確保した管理について、甲の承認を得る

こと。その場合であっても、原則として、５年以内に当該情報を返却、消去又は廃棄す

るものとする。 

４ 乙は、第１項により守秘義務を負う情報の漏えい、滅失及び毀損等の事故が生じたと

きには、直ちに甲に対して通知し、必要な措置を講じるとともに、その事故の発生から

７日以内に、その事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面をもって甲に報

告し、甲の指示に従わなければならない。 

５ 第６条に基づき委託業務の全部、または一部を第三者に委託又は請負させる場合、乙

は当該第三者に対し、第１項から前項に定める措置を遵守させるものとする。 

 

（個人情報の取り扱い） 

第３２条 甲は乙に対し、甲の保有する個人情報を開示する場合、当該個人情報を特定し、

個人情報である旨を明示しなければならない。 

２ 乙は個人情報の開示を受けた場合、次に定める個人情報の管理に必要な措置を講じな

ければならない。 

(1) 個人情報を入力・閲覧・出力できる作業担当者およびコンピュータ端末を限定する

ものとする。 

(2) 請負業務の作業場所は、入退管理を適切に実施している、物理的に保護された室内

とする。 

(3) 紙媒体・電子データを問わず、開示を受けた個人情報については厳重な保管管理を

実施するものとする。 

(4) 個人情報の返却にあたっては、書面をもってこれを確認するものとする。 

(5) 不要となった個人情報は、再生不可能な状態に消去するものとする。 

３  第６条に基づき請負業務の全部、または一部を第三者に委託する場合、乙は当該第三

者に対し、前項に定める措置を遵守させるものとする。 

４ 開示を受けた個人情報に関して、情報の改ざん、漏えい等のセキュリティ上の問題が

発生した場合、乙は直ちに甲に報告するとともに、甲の指示に従い、問題解決にむけて

確実に対策を講じなければならない。 

 

第８章 雑則 

（調査） 

第３３条 甲は、契約物品について、その原価を確認する場合、又はこの契約に基づいて 

 生じた損害賠償、違約金その他金銭債権の保全又はその額の算定等の適正を図るため必 

 要がある場合は、乙に対し、その業務若しくは資産の状況に関して質問し、帳簿書類そ 

 の他の物件を調査し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に 



 乙の営業所、工場その他の関係場所に立ち入り、調査させることができる。 

２ 乙は、前項に規定する調査に協力するものとする。 

 

（紛争の解決） 

第３４条 甲及び乙は、この契約の履行に関し、紛争又は疑義が生じた場合は、その都度 

 協議して円満に解決するものとする。 

 

（存続条項） 

第３５条 甲及び乙は、本請負を完了若しくは中止し、又は本契約が解除された場合であ

っても、次に掲げる事項については、引き続き効力を有するものとする。 

(1) 各条項に期間が定めてある場合において、その期間効力を有するもの 

第３１条第１項から第２項及び第４項から第５項までに規定する事項 

(2) 各条項の対象事由が消滅するまで効力を有するもの 

第 3１条第１項及び第３項から第５項までに規定する事項 

 

 

（裁判所管轄） 

第３６条 この契約に関する訴えは、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所と

する。 

 

 

 

この契約を証するため、この証書２通を作成し、双方記名押印の上各１通を保管する。 

 

 

20２２年 4 月 1 日 

 

 

  甲   東京都立川市緑町１０－１ 

支出負担行為担当官   

自治大学校庶務課長 番場 芳広 

 

 

 

 

  乙   【請負者】    住所  

                  

               代表者氏名  
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